
史
料
 
宮
⽥
村
浜
へ
寄
鯨
⼀
件�

︿
凡
例
﹀�

 
読
点
︑
は
編
者
︒
助
詞
の
﹁
者
・
⽽
・
茂
・
江
・
与
﹂
の
変
体

は

て

も

え

と

仮
名
は
︑
⼩
さ
な
漢
字
で
⽰
し
た
︒�

 
□
は
判
読
で
き
な
か
ỳ
た
⽂
字
︒
﹇
 
﹈
内
は
割
書
︑
そ
の
中

の
／
は
改
⾏
位
置
︒″
は
⾒
せ
消
ち
で
︑
右
側
の
⽂
字
を
抹
消
︒

┌

は
挿
⼊
位
置
︒
︵
 
︶
は
編
者
註
︒�

１
 
天
保
⼗
年
 
多
賀
郡
宮
⽥
村
浜
へ
鯨
打
寄
に
付
届
書�   

� 1

２
 
天
保
⼗
年
 
多
賀
郡
宮
⽥
村
浜
へ
打
寄
鯨
⼊
札
代
⾦
預
り
届
書�   

� 2

３
 
時
期
不
詳
 
多
賀
郡
宮
⽥
村
浜
流
寄
鯨
⼊
札
結
果
届
書�   

� 2

４
 
元
禄
元
年
 
那
珂
郡
湊
・
平
磯
村
流
鯨
代
⾦
配
分
取
決
書�   

� 2

５
 
正
徳
五
年
 
⽔
⼾
藩
鯨
分
⼀
役
達��  

3

６
 
慶
安
五
年
 
⿅
島
郡
⼦
⽣
郷
寄
⿂
代
⾦
の
⾒
舞
分
け
願
書��  

� 3

７
 
天
和
⼆
年
 
⿅
島
郡
荒
野
村
地
先
の
流
鯨
落
札
届
書��  

� 3

８
 
延
享
⼆
年
 
⿅
島
郡
下
津
村
流
鯨
引
上
げ
⼀
件�   

�4

９
 
⽂
化
⼗
四
年
 
⽔
⼾
松
岡
領
⼩
野
⽮
指
村
寄
鯨
⼀
件��  

� 6

�

 
⽂
政
⼆
年
 
⽔
⼾
松
岡
領
⾼
萩
村
・
下
桜
井
村
寄
鯨
⼀
件��  

ø÷

6

�

 
⽂
政
六
Ỗ
⼋
年
 
⽔
⼾
松
岡
領
鯨
・
海
豚
運
上
書
上��  

�

øø

6

�

 
⽂
久
三
年
 
⽔
⼾
松
岡
領
⾼
⼾
村
寄
鯨
⼀
件   

�

øù

7

�

 
明
治
⼆
年
 
松
岡
藩
領
⼤
津
浜
鯨
切
取
⼀
件�   

øú

8

�

 
寛
永
⼗
⼆
年
 
多
賀
郡
⼤
津
村
鯨
切
取
り
⼀
件��  

�

øû

9

�

 
正
保
元
年
 
鯨
突
き
に
番
⾈
配
置
達��  

�

øü

9

�

 
享
保
年
間
 
⽔
⼾
藩
の
鯨
漁
振
興��  

�

øý

9

�

 
時
期
不
詳
 
⽔
⼾
沖
鯨
分
⼀
由
来��  

�

øþ

10

参
考
 
鯨
分
⼀
⾦
の
こ
と
 
﹁
地
⽅
凡
例
録
﹂
か
ら�  

�10

１
 
天
保
⼗
年
︵
⼀
⼋
三
九
︶
 
多
賀
郡
宮
⽥
村
浜
へ
鯨
打
寄
に
付

届
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
宮
⽥
根
本
家�

 
状
︶�

☧☦☠

 
 
 
乍
恐
書
附
奉
願
上
候
事�

 
 
⼤
⿂
 
 
 
 
 
 

七
本
 
 
 
 
 
 
 
 
位
よ
り
九
尺
迄�

⼀
 
も
ろ
と
も
 
 
拾
弐
三
本
 
 
 
但
三
四
間
位�

 �

 ″
″
″
″

 
 
 ″
″
″

 
 
 
 ″

 
 ″

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
無
之
網
□
□�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
本
⽬
□
り
網
□
□
ト
成
ル�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ″

″
″
″
″
″
″
″
�

 
 
鯨
之
類
も
ろ
と
も
と
⽽
申
候
⿂�

右
ハ┌

当
村
⼭
崎

 

与
 

申
渚

 

江
 

去
九
⽇
明
六
ツ
時
打
寄
御
座
候
ヲ
塩
焼�

右
之
段
訴
出
御
座
候
ニ
付�

之
も
の
共
⾒
添
︑┌

平
⽣
不
⾒
馴
⿂
故
数
⼈
相
集
候
ニ
付
隣
濱
々�

″
″
″
�

よ
り
数
船
相
集
り
切
取
候
趣
︑
所
之
者
よ
り
申
出
有
之
候
ニ
付
︑�

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

 ″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
�

罷
 
 
 
 
 
番
⼿
ヲ
付�

村
役
⼈
指
出
下
知
仕
︑
指
置
御
座
候
処
︑
余
り
珍
事
御
坐
候
得
ハ�

″

 
 
 
 
 ″

″
�

相
延
 
以
書
付�

┌

此
段┌

御
訴
奉
申
上
候
間
御
下
知
偏
ニ
奉
願
上
候
︑
依
如
件�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宮
⽥
村�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組
頭
 
幸
⼗
郎�

印�
 
 
天
保
⼗
年
亥
九
⽉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
茂
 
介�

印�
（
本
文
現
代
語
訳
） 

天
保
⼗
三
年
九
⽉
三
⽇
早
朝
︑
宮
⽥
村
の
字
⼭
崎
の
渚
に
⼗
七
本
︑

⼤
き
さ
は
四
間
か
ら
九
尺
の
⼤
⿂
︵
鯨
︒
地
⽅
名
は
﹁
も
ろ
と

も
﹂
︶
が
打
ち
上
ỳ
た
の
を
塩
焼
し
て
い
る
者
が
⾒
つ
け
︑
村
役
⼈

に
報
告
が
あ
り
ま
し
た
︒
普
段
⾒
慣
れ
な
い
⿂
な
の
で
⼈
々
が
集

ま
ỳ
て
お
り
︑
村
役
⼈
か
ら
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
よ
う
指
⽰
し
︑

番
⼈
を
付
け
て
お
き
ま
し
た
︒
あ
ま
り
に
も
珍
し
い
こ
と
な
の
で
書

⾯
を
も
ỳ
て
お
届
け
し
ま
す
の
で
︑
ご
指
⽰
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
︒�
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２
 
天
保
⼗
年
︵
⼀
⼋
三
九
︶
 
多
賀
郡
宮
⽥
村
浜
へ
打
寄
鯨
⼊
札

代
⾦
預
り
届
書
 
 
 
 
︵
宮
⽥
根
本
家�

 
状
︶�

☧☦☡

 
 
 
御
預
り
申
も
ろ
と
も
⼊
札
御
払
⾦
□
之
事�

⼀
 
⽩
⾝
 
弐
千
五
百
五
拾
貫
五
百
⽬�

 
 
 
此
代
⾦
拾
両
本
⼋
百
⼋
⽂�

 
 
 
 
 
 
但
⾦
壱
両
ニ
弐
百
五
拾
貫
め
□�

⼀
 
尾
⽻
脇
 
弐
百
拾
弐
貫
め�

 
 
 
此
代
⾦
壱
朱
⽂�

⼀
 
⾚
⾝
 
拾
貫
め�

 
 
 
此
代
鐚
弐
百
⽂�

 
 
 
 
 
 
 
此
本
百
弐
⼗
壱
⽂
 
 
 
 
 
 
落
札
⼈�

〆
⾦
拾
両
壱
分
本
百
七
拾
九
⽂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元
三
郎�

㊞�

 
 
 
内
六
両
三
分
本
四
百
五
⼗
弐
⽂
 
 
 
 
 
 
 
 

富
次
郎�

㊞�

 
 
 
 
是
ハ
御
法
之
通
三
ἃ
弐
︑
村
へ
被
下
候
分
 
 
 
半
 
蔵�

㊞�

残
三
両
壱
分
本
七
百
弐
拾
六
⽂
 
 
 
 
 
 
宮
⽥
村�

 
 
 
 
 
⾦
壱
分
ニ
付
壱
貫
六
百
五
⼗
⽂
 
所
相
置
 
取
扱
⼈�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
延
弐
朱
三
百
⼋
⽂
 
 
 
庄
屋�

 
 
 
 
是
ハ
御
法
之
通
三
ἃ
⼀
公
納
分
 
 
 
 
 
 
利
左
衛
⾨�

�

去
ル
九
⽇
も
ろ
と
も
ト
申
⼤
⿂�

右
者
当
村
渚
ヘ
打
寄
候
ニ
付
 
 
 
拾
七
本
打
寄
候
処
四
本
ハ
⾻�

″
″
″
″
�

計
り
ニ
⽽
切
⾝
無
之
︑
三
本
ハ
砂
へ
埋
ミ
残
り
拾
本
切
取
候
⾁
⼊�

札
御
払
被
仰
付
︑
前
書
之
⾦
以
御
預
り
申
上
候
所
実
正
ニ
御
座�

候
︑
御
上
納
之
儀
ハ
来
⼦
三
⽉
中
急
ト
御
催
促
次
第
急
ト
御
上
納�
″
″
�

可
仕
候
︑
萬
⼀
払
⼈
如
何
様
之
変
事
茂
御
座
候
共
村
役
⼈
之
我
々�
″
″
�

相
弁
少
も
無
滞
相
納
可
申
候
︑
仍
如
件�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
惣
役
⼈�

３
 
時
期
不
詳
 
多
賀
郡
宮
⽥
村
浜
流
寄
鯨
⼊
札
結
果
届
書�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
宮
⽥
根
本
家�

 
状
︶�

☧☦☢

︵
端
裏
書
︶�

﹁
切
流
寄
鯨
御
⼿
願
下
書
 
亥
其
正
⽉
﹂�

 
 
 
預
り
申
鯨
御
払
代
⾦
鐚
之
事�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宮
⽥
村�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収
納
⼈
庄
屋�

⼀
 
⾦
四
両
三
分
弐
朱
鐚
弐
貫
三
百
⼗
⼋
⽂
 
 
 
 
理
衛
⾨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村

 

江
 

被
下
置
候
分�

 
内
 
⾦
三
両
壱
分
鐚
壱
貫
五
百
四
拾
四
⽂
 
 
御
公
納
分�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ″

″
″
″
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
公
納
分�

 
 
 
⾦
壱
両
弐
分
弐
朱
鐚
七
百
七
拾
⽂
 
 
 
村
江
被
下
置
候
分�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ″

″
″
″
″
″
″
�

 
 
 
⽩
⾝
六
拾
貫
⽬�

此
鯨
 
脇
ひ
れ
壱
枚�

 
 
 
⾚
⾝
九
拾
⼋
貫
⽬�

 
 
ハ
け�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
川
尻
村�

 
⽩
⾝
六
拾
貫
⽬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
払
⼈
 
宇��

兵��

衛�

 
 
此
代
⾦
三
両
三
分
鐚
壱
貫
七
拾
五
⽂
 
 
 
 
 
 

忠��

三��

郎�

 
脇
ひ
れ
壱
枚
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右��

両��

⼈�

 
 
此
代
⾦
壱
分
鐚
壱
貫
弐
百
三
拾
九
⽂�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宮
⽥
村�

 
⾚
⾝
九
拾
⼋
貫
⽬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
払
⼈
 
□
左
衛
⾨
㊞�

 
 
此
代
⾦
三
分
弐
朱
⽂�

右
於
宮
⽥
村
濱
ニ
切
流
シ
鯨
流
寄
候
ニ
付
︑
貫
⽬
御
改
之
上
⼊
札

御
払
ニ
被
仰
付
︑
右
前
書
⾦
鐚
ニ
⽽
落
札
御
払
申
請
候
処
実
正
ニ

御
座
候
︑
御
払
代
⾦
鐚
之
儀
者
︵
以
下
⽋
︶�

４
 
元
禄
元
年
︵
⼀
六
⼋
⼋
︶
 
那
珂
郡
湊
・
平
磯
村
流
鯨
代
⾦
配

分
取
決
書
 
︵
﹃
茨
城
県
⽔
産
誌
 
第
⼀
編
﹄�

⾴
︶�

ûú

⼀
 
元
禄
五
年
⾠
ノ
⼆
⽉
中
︑
沖
合
ニ
⽽
当
村
源
兵
衛
本
⾈

 

与
 

中

 
︿
マ
マ
﹀
 

︿
湊
﹀

湊
拾
五
艘
︑
平
磯
⼆
艘
ハ
弐
ば
ん
⾈
︑
船
数
拾
七
艘
ニ
⽽
中
湊
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へ
鯨
壱
本
引
参
候
︑
⾦
⼦
三
拾
四
両
弐
分
ニ
賣
︑
半
⾦
ハ
御
公

儀
様
へ
御
召
上
ケ
︑
残
⾦
拾
⼋
艘
ニ
⽽
分
取
申
候
ニ
︑
中
湊
衆
被

申
候
ハ
︑
本
船
ナ
シ
ニ
拾
⼋
艘
ニ
⽽
ワ
ケ
取
可
申
由
ニ
御
座
候

旨
数
度
此
⽅
ヨ
リ
申
越
︑
⺒
ノ
三
⽉
廿
五
⽇
ニ
当
村
源
兵
衛
本

 
︿

﹀
 

船
ニ
ハ
弐
艘
前
為
取
申
候
︑
其
外
ハ
ナ
ミ
ニ
ワ
ケ
取
申
候
由
ニ

御
座
候�

 
 
 
 
⺒
ノ
正
⽉
廿
六
⽇�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾈
庄
屋
 
平
左
衛
⾨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
作��

兵��

衛�

５
 
正
徳
五
年
︵
⼀
七
⼀
五
︶
 
⽔
⼾
藩
鯨
分
⼀
役
達�

︵
﹃
茨
城
県
⽔
産
誌
 
第
⼀
編
﹄�

⾴
︶�

ûĀ

 
 
 
 
 
鯨
切
取
候
御
法�

⼀
 
沖
ニ
テ
切
候
鯨
ハ
半
分
公
納
︑
半
分
ハ
所
之
モ
ノ
ニ
被
下�

⼀
 
岸
ヘ
寄
鯨
ハ
三
ἃ
壱
公
納
︑
三
ἃ
弐
所
之
モ
ノ
ヘ
被
下�

⼀
 
沖
ヨ
リ
岸
ヘ
引
付
候
鯨
ハ
四
ἃ
⼀
公
納
︑
四
ἃ
三
所
之
モ
ノ

ヘ
被
下�

右
ハ
寄
鯨
有
之
候
節
公
納
⼜
ハ
所
ノ
モ
ノ
ヘ
被
下
候
ワ
ケ
︑
向
後

前
書
之
通
ニ
相
済
候
間
左
様
ニ
相
⼼
得
可
被
申
候
︑
尤
猟
師
共
ヘ

モ
可
申
聞
候
︑
以
上�

 
 
正
徳
五
年
未
四
⽉
廿
五
⽇�

⻘
⽊
⼆
郎
衛
⾨�

吉
⽥
仁
左
衛
⾨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
湊
村
平
磯
村
庄
屋
衆�

６
 
慶
安
五
年
︵
⼀
六
五
⼆
︶
 
⿅
島
郡
⼦
⽣
郷
寄
⿂
代
⾦
の
⾒
舞

分
け
願
書
 
 
 

︵
﹃
旭
村
の
歴
史
 
史
料
編
﹄�

⾴
︶�

 
＊

☤☠☥

＊
史
料
表
題
は
同
書
に
よ
る
︒�

 
 
 
乍
恐
御
訴
訟
申
上
候
事�

⼀
 
宍
⼾
領
⼦
⽣
郷
之
い
そ
へ
卯
⼗
⼀
⽉
⼗
⼀
⽇
つ
り
ほ
り
⿂
寄

申
候
︑
⿂
之
⾦
⼦
三
ἃ
壱
被
下
候
︑
過
分
不
残
奉
存
知
候
︑
然

共
御
公
儀
様
御
⼤
切
ニ
奉
存
知
︑
右
三
ἃ
所
之
も
の
共
壱
⼈
も

不
残
寄
⿂
之
場
へ
相
詰
︑
⿂
か
こ
い
を
き
番
仕
候
︑
其
上
な
み

あ
ら
く
御
座
候
間
⽅
々
よ
り
つ
な
三
百
筋
あ
ま
り
調
︑
⿂
⼝
付

⻑
々
指
置
申
候
故
す
た
り
申
候
︑
并
ニ
塩
釜
寄
⿂
之
油
ニ
て

皆
々
捨
め
い
わ
く
仕
候
︑
右
之
通
前
々
百
姓
草
臥
め
い
わ
く
仕

候
間
︑
御
ぢ
ひ
に
寄
⿂
之
⾦
⼦
皆
々
被
仰
付
可
被
下
候
︑
御
尋

︿
慈
悲
﹀

之
上
乍
恐
可
申
上
候
事�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関
⼝
作
兵
衛
殿
御
代
官
所�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⼦
⽣
村
惣
百
姓�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
荒
地
村
惣
百
姓�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊
奈
半
左
衛
⾨
殿
御
代
官
所�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上
釜
村
惣
百
姓�

 
 
慶
安
五
年
正
⽉
⼗
⼀
⽇�

 
 
 
御
奉
⾏
所
様�

７
 
天
和
⼆
年
︵
⼀
六
⼋
⼆
︶
 
⿅
島
郡
荒
野
村
地
先
の
流
鯨
落
札

届
書
 
 
 
︵
﹃
茨
城
県
⽔
産
誌
 
第
⼀
編
﹄�

⾴
︶�

ùĀ

⼀
 
⾦
⼀
両
壱
貫
九
百
四
⼗
三
⽂�

 
 
 
但
此
鯨
あ
は
ら
⾻
頭
尾
ひ
れ
な
し�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
払
主
磯
浜
 
理
左
衛
⾨�

右
ハ
荒
野
濱
沖
合
ニ
テ
漁
⾈
之
者
共
弐
⼗
弐
艘
に
て
⾒
付
引
取
申

候
間
︑
近
郷
へ
相
シ
ラ
セ
我
等
落
札
ニ
テ
⾦
弐
両
三
分
五
百
⼋
拾

六
⽂
ニ
現
⾦
払
ニ
申
請
候
所
実
正
ニ
御
座
候
︑
以
上�
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天
和
⼆
歳
戌
⼗
⼆
⽉
廿
⽇�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾈
庄
屋
 
 

作��

兵��

衛�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
六
左
衛
⾨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組
頭
 

 
 
平
次
衛
⾨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
次
左
衛
⾨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
庄
屋

 

 
 
杢��

之��

亟�

 
 
⾕
⽥
部
太
郎
衛
⾨
様
御
代�

 
 
 
塩�

崎�

武�

衛�

⾨�

殿�

 
 
堺
和
庄
兵
衛
様
御
代�

 
 
 
久�

野�

五�

衛�

⾨�

殿�

８
 
延
享
⼆
年
︵
⼀
七
四
五
︶
 
⿅
島
郡
下
津
村
流
鯨
引
上
げ
⼀
件�

︵
﹁
地
⽅
凡
例
録
﹂
巻
之
五
下
 
⼤
⽯
慎
三
郎
校
訂

﹃
地
⽅
凡
例
録
 
上
巻
﹄�

⾴
︶�

☡☠☤

⼀
 
延
享
⼆
丑
年
正
⽉
代
官
所
並
私
領
分
郷
常
陸
国
⿅
島
郡
下
津

ナ
ミ

ブ
ン
ゴ
ウ

村
沖
合
に
流
れ
鯨
あ
り
て
︑
同
村
浜
へ
引
上
た
る
節
の
取
計

ひ
︑
諸
書
物
等
⾒
合
せ
の
為
に
左
に
記
し
置
も
の
な
り
︑�

 
 
 
 
覚�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
常
州
⿅
島
郡�

⼀
 
流
疵
鯨
壱
本
 
⻑
九
尋
程
 
 
 
 
 
 
下
津
村�

右
は
私
御
代
官
所
常
州
⿅
島
郡
下
津
村
沖
合
へ
当
⽉
廿
四
⽇
流
鯨

ナ
ガ
レ
ク
ジ
ラ

有
之
︑
所
の
者
⾒
附
猟
船
差
出
し
右
村
岸
へ
為
引
寄
申
候
処
︑
鱐
シ
ヤ
チ

掛
な
ど
も
相
⾒
へ
︑
其
上
切
跡
等
も
有
之
︑
数
⽇
流
れ
候
体
に
相

ガ
ケ⾒

へ
候
由
訴
出
申
候
間
︑
早
速
⼿
代
差
遣
し
⾒
分
為
仕
︑
追
て
可

申
上
候
へ
ど
も
先
御
注
進
申
上
候
︑
以
上�

 
 
丑
正
⽉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
何
之
誰�

 
 
 
 
 
御
勘
定
所�

 
 
 
 
覚�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
常
陸
国
⿅
島
郡�

⼀
 
流
疵
鯨
壱
本
 
但
⻑
九
尋
壱
尺
五
⼨
 
 
下
津
村�

 
 
 
此
⾦
三
拾
三
両�

 
 
 
 
内
⾦
三
分
吟
味
に
付
増�

右
は
私
御
代
官
所
常
州
⿅
島
郡
下
津
村
へ
引
寄
候
流
鯨
の
儀
︑
先

ヒ
キ
ヨ
セ

達
て
御
下
知
伺
候
処
︑
⼊
札
吟
味
仕
︑
⼀
応
伺
の
上
に
て
相
払
可

申
旨
被
仰
渡
候
に
付
︑
其
段
⾒
分
の
⼿
代
へ
早
速
申
遣
し
候
処
︑

右
⾶
脚
夜
中
罷
帰
り
⼿
代
⽅
よ
り
申
越
候
は
︑
村
々
⼊
札
相
触
候

処
︑
買
⼈
共
相
願
候
は
丸
鯨
に
て
⼊
札
被
仰
付
候
へ
ど
も
︑
疵
の

カ
ヒ
テ
 

程
聢
と
相
知
レ
兼
候
︑
切
分
⼊
札
被
仰
付
候
へ
ば
︑
買
請
候
に
⼿

間
も
不
相
掛
候
間
︑
右
切
分
⾒
込
に
て
⼊
札
仕
度
旨
相
願
候
由
に

付
︑
願
の
通
切
分
⼊
札
申
付
候
処
︑
全
体
鯨
古
く
其
上
春
気
の
儀

ハ
ル
ケ

時
節
悪
く
候
間
︑
此
上
四
五
⽇
も
御
払
遅
く
成
候
へ
ば
︑
⽪
⾁
油

ヒ
 
ニ
ク
ア
ブ
ラ

減
じ
⾁
腐
れ
⽤
⽴
兼
候
間
︑
⼊
札
難
仕
由
申
之
候
︑
左
候
へ
ば
格

別
御
不
益
の
筋
に
罷
成
候
間
︑
御
下
知
に
は
相
違
仕
儀
へ
ど
も
︑

直
払
の
積
り
⼊
札
申
付
︑
札
数
三
拾
三
枚
の
内
︑
落
札
書
⾯
の
通

ジ
キ
ハ
ラ
ヒ

フ
ダ
カ
ズ

ラ
ク
サ
ツ

に
て
御
座
候
︑
増
⾦
⾼
の
儀
再
応
吟
味
仕
候
へ
ど
も
︑
鯨
古
く
此

上
増
⾦
難
仕
旨
申
候
に
付
︑
漸
く
⾦
三
分
増
申
付
都
合
代
⾦
三
拾

三
両
に
て
御
払
申
付
候
旨
申
越
候
︑
則
⼊
札
三
拾
三
枚
︑
外
に
書

付
三
通
絵
図
三
枚
相
添
差
上
申
候
︑
右
⼗
分
⼀
上
納
残
⾦
村
⽅
へ

被
下
候
︑
追
て
伺
書
差
出
可
申
候
︑
右
為
御
届
申
上
候
︑
以
上
︑�

 
 
丑
⼆
⽉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
何
之
誰
 
印�

 
 
 
 
 
御
勘
定
所�

 
 
 
 
覚�

 
 
 
 
 
 
 
 
村
⾼
百
廿
六
⽯
壱
⽃
三
升
五
合�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
常
陸
国
⿅
島
郡�
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⼀
 
流
疵
鯨
壱
本
 
但
⻑
九
尋
壱
尺
五
⼨
 
 
下
津
村�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
横
壱
丈
三
尺�

 
 
 
此
代
⾦
三
拾
三
両�

 
 
 
 
内
⾦
三
分
 
吟
味
増�

内
⾦
廿
九
両
弐
分
永
弐
百
⽂
 
取
揚
候
所
の
者
へ
被
下
候
分�

 
 
残
⾦
三
両
壱
分
 
永
五
拾
⽂
 
⼗
分
⼀
運
上�

 
 
 
⾼
拾
七
⽯
四
⽃
四
升
四
合
五
勺
 
料
所
分�

 
 
 
 
⾦
壱
分
 
永
弐
百
六
⽂
三
分
⼋
厘�

⾼
百
⼋
⽯
六
⽃
九
升
五
勺
 
 
松
平
清
五
郎
へ
被
下
候
分�

 
 
 
 
⾦
弐
両
三
分
 
永
九
拾
三
⽂
六
分
弐
厘�

右
は
先
達
て
御
注
進
申
上
候
私
御
代
官
所
松
平
清
五
郎
知
⾏
所
分

郷
︑
常
州
⿅
島
郡
下
津
村
沖
合
に
て
流
鯨
有
之
候
に
付
︑
去
⽉
廿

四
⽇
引
寄
訴
出
候
に
付
︑
早
速
⼿
代
差
遣
し
⾒
分
吟
味
仕
候
処
︑

鱐
掛
に
て
上
下
⼝
先
無
之
︑
其
上
数
⽇
海
上
を
流
れ
候
と
相
⾒

へ
︑
切
疵
数
ἃ
所
有
之
︑
第
⼀
腹
下
不
残
切
取
⾁
腐
れ
申
候
︑
右

鯨
御
払
の
積
り
御
料
私
領
村
々
⼊
札
相
触
候
処
︑
札
数
三
⼗
三
枚

の
内
︑
書
⾯
の
⾦
⾼
に
て
下
津
村
半
兵
衛
と
申
者
へ
落
札
に
て
御

座
候
間
︑
増
⾦
吟
味
仕
儀
処
︑
鯨
⾁
腐
れ
油
気
少
き
ゆ
へ
︑
増
⾦

マ
シ
キ
ン

難
仕
旨
候
へ
ど
も
︑
再
応
吟
味
仕
⾦
三
分
為
相
増
︑
合
⾦
三
拾
三

両
に
て
落
札
申
付
候
︑
依
之
流
鯨
御
定
の
通
︑
右
⾦
⾼
の
内
⾦
三

両
壱
分
永
五
拾
⽂
︑
⼗
分
⼀
運
上
⾦
の
内
永
四
百
五
拾
六
⽂
三
分

⼋
厘
上
納
仕
︑
⾦
弐
両
三
分
永
九
拾
三
⽂
六
分
弐
厘
右
村
分
郷
松

平
清
五
郎
へ
被
下
︑
残
⾦
廿
九
両
弐
分
永
弐
百
⽂
御
料
私
領
の
無

差
別
下
津
村
⼀
村
へ
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
︑
於
然
は
右
運
上
永

四
百
五
拾
六
⽂
三
分
⼋
厘
御
⾦
蔵
へ
上
納
仕
︑
当
丑
年
御
勘
定
に

組
仕
上
候
積
︑
御
証
⽂
可
被
下
候
︑
以
上
︑�

 
 
延
享
⼆
丑
年
⼆
⽉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
何
之
誰
印�

 
 
 
 
御
勘
定
所�

 
 
御
附
紙�

書
⾯
の
其
⽅
御
代
官
所
松
平
清
五
郎
分
郷
︑
常
陸
国
⿅
島
郡
下

津
村
沖
合
に
︑
此
度
流
鯨
有
之
旨
訴
出
候
に
付
︑
⼿
代
差
遣
し

ナ
ガ
レ
ク
ジ
ラ

吟
味
の
上
⼊
札
申
付
︑
三
拾
三
両
に
御
払
被
申
付
候
間
︑
右
⾦

⾼
の
内
︑
御
定
の
通
拾
分
⼀
運
上
に
申
付
︑
此
内
以
⾼
割
永
四

百
五
拾
六
⽂
三
分
⼋
厘
致
上
納
︑
⾦
弐
両
三
分
永
九
拾
三
⽂
六

分
五
厘
ハ
分
郷
松
平
清
五
郎
へ
相
渡
︑
残
⾦
の
儀
ハ
下
津
村
へ

被
下
候
様
被
相
伺
令
承
知
候
︑
於
然
は
伺
の
通
り
取
計
ひ
︑
御

料
分
運
上
永
四
百
五
拾
六
⽂
三
分
⼋
厘
取
⽴
之
ヲ
上
納
致
さ

れ
︑
当
丑
年
御
勘
定
に
組
仕
上
可
被
申
候
︑
断
は
本
⽂
に
有
之

コ
ト
ハ
リ

候
︑
以
上
︑�

 
 
 
丑
⼆
⽉�

 
 
 
差
上
申
証
⽂
之
事�

⼀
 
⾦
廿
九
両
弐
分
 
永
弐
百
⽂
 
 
鯨
御
払
の
内
村�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⽅
ヘ
被
下
候
分�

右
は
先
⽉
廿
四
⽇
常
州
⿅
島
郡
下
津
村
へ
引
寄
候
流
鯨
︑
御
払

カ
 
シ
マ
ゴ
ホ
リ

被
仰
付
都
合
⾦
三
拾
三
両
の
内
︑
⼗
分
⼀
運
上
⾦
三
両
壱
分
⽔

五
拾
⽂
上
納
仕
︑
残
⾦
書
⾯
の
通
御
渡
被
下
奉
受
取
候
︑
早
速

村
⽅
へ
罷
帰
り
︑
御
料
御
私
領
無
相
違
割
賦
仕
相
渡
可
申
候
︑
右

割
合
の
儀
に
付
︑
不
埒
の
儀
御
坐
候
ハ
ゞ
︑
後
⽇
に
相
知
れ
如

何
様
に
も
可
被
仰
付
候
︑
依
て
証
⽂
差
上
申
候
処
如
件
︑�

 
延
享
⼆
丑
年
⼆
⽉
 
 
 
常
州
⿅
島
都
下
津
村�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名
主�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誰�

 / 5 12



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組
頭�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誰�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
百
姓
代�
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何
之
誰
様�

 
 
 
 
 
御
役
所�

９
 
⽂
化
⼗
四
年
︵
⼀
⼋
⼀
七
︶
 
⽔
⼾
松
岡
領
⼩
野
⽮
指
村
海
豚

⼀
件�

︵
︵
御
⽤
留
類
聚
︶
 
松
岡
中
⼭
家
中
⾼
橋
家
写
真
版�

 
竪�

☠☢☠

茨
城
県
⽴
歴
史
館
蔵
︶�

⽂
化
⼗
四
丑
⼆
⽉�

⼀
 
⼩
野
⽮
指
村
渚

 

江
 

海
豚
⿂
流
寄
候
旨
昨
廿
六
⽇
訴
出
ニ
付
︑

早
速
清
⽔
⼩
⼋
郎
出
役
い
た
し
候
事�

 
 
 
⾦
壱
両
ニ
九
拾
七
貫
⽬
直
段�

 
 
⼀
 
⿏
う
る
か
切
⾝
弐
百
三
拾
三
貫
四
百
⽬
 
落
札
⼈
 
居
村�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
与
惣
次�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富
衛
⾨�

 
 
 
 
 
此
代
⾦
弐
両
壱
分
本
六
百
弐
拾
五
⽂�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□
弐
朱
弐
百
拾
四
⽂�

 
 
 
 
 
 
 
内
代
⾦
壱
両
弐
分
本
四
百
拾
六
⽂�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
ἃ
⼆
居
村
⽅
へ
被
下
分�

 
 
 
 
 
残
⾦
三
分
本
弐
百
九
⽂
 
三
ἃ
壱
 
上
納
分�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□
三
百
五
拾
六
⽂�

＊
う
る
か
⽅
い
る
か
の
異
名
︵
⽇
国
︶�

�

 
⽂
政
⼆
年
︵
⼀
⼋
⼀
九
︶
 
⽔
⼾
松
岡
領
⾼
萩
村
・
下
桜
井
村

ø÷

寄
鯨
⼀
件�

︵
︵
御
⽤
留
類
聚
︶
 
松
岡
中
⼭
家
中
⾼
橋
家
写
真
版�

 
竪
 �

☠☢☠

茨
城
県
⽴
歴
史
館
蔵
︶�

⽂
政
⼆
卯
三
⽉�

⼀
 
⾼
萩
村
渚

 
 

江
 
 

今
廿
七
⽇
鯨
⾻
⻑
九
尺
程
流
寄
候
旨
村
⽅
ゟ
訴

出
候
間
︑
⽀
配
指
出
為
改
候
処
︑
誠
ニ
⾻
計
ニ
⽽
腐
り
⾁
少
々

有
之
候
得
共
油
等
出
候
ニ
者
無
御
坐
︑
更
ニ
⽤
⽴
不
申
候
間
︑

陸
 
 

江
 
 

引
揚
指
置
候
旨
申
出
候
事
 
右
御
⽉
番
御
家
⽼
衆
へ
申
出
候�

同
年
同
⽉�

⼀
 
下
桜
井
村
渚

 

江
 
 

昨
廿
七
⽇
⼋
ツ
時
過
鯨
切
売
之
頭
并
中
⾻
流

寄
候
旨
村
⽅
ゟ
訴
出
候
ニ
付
︑
⽀
配
指
出
為
改
候
所
︑
折
節
⾼

浪
ニ
⽽
⼈
⾜
⼤
勢
相
掛
ケ
繋
留
候
得
と
も
何
連
ニ
も
引
揚
候
義

不
相
成
︑
縄
引
切
沖
へ
流
出
︑
更
ニ
有
所
不
相
⾒
候
由
ニ
御
座

候
︑
依
⽽
此
上
打
寄
候
ハ
ヽ
早
速
訴
出
御
申
付
︑
⽀
配
之
者
罷

帰
候
段
︑
御
家
⽼
衆
へ
申
出
候
事�

�

 
⽂
政
六
Ỗ
⼋
年
︵
⼀
⼋
⼆
三
Ỗ
⼆
五
︶
 
⽔
⼾
松
岡
領
鯨
・
海

øø

豚
運
上
書
上�

︵
﹁
御
⽤
留
類
聚
﹂
 
松
岡
中
⼭
家
中
⾼
橋
家�

�

 
竪�

☠☢☢
Ȃù

茨
城
県
⽴
歴
史
館
蔵
︶�

 
 
 
諸
運
上
御
益
等
之
事
 
附
鯨
海
豚
⿂
御
益
之
共
ニ�

︵
１
︶�

同
年
︵
⽂
政
六
︶
五
⽉
五
⽇
訴
出�

⼀
 
⾦
弐
朱
本
百
五
拾
弐
⽂
 
三
ἃ
壱
公
納
分
 
流
寄
海
豚
⿂
御
益�

 
外
⾦
壱
分
本
三
百
五
⽂
 
三
ἃ
⼆
村
⽅
へ
被
下
候
引
 
⾜
洗
村�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
落
札
 
幸
三
郎�

 
 
切
⾝
⽬
⽅
百
拾
貫
五
百
⽬
 
⽩
⾝
 
 
村
⽅
ゟ
訴
出
有
之
候
ニ
付
取�

 
 
同
 
六
拾
弐
貫
五
百
⽬
 
 
⾚
⾝
 
 
計
と
し
て
横
⼭
平
兵
衛
出
役�

 
 
〆
百
七
拾
三
貫
⽬�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
朱
筆
︶�

 
 
右
⿂
ノ
図
︵
図
略
︶
 
 
﹁
⾁
腐
れ
悪
し
き
に
ほ
ひ
い
た
し�

 
 
 
⻑
三
間
程
 
 
 
 
 
 
候
也
︑
併
油
ハ
少
し
有
之
由
﹂�

︵
２
︶�

同
︵
⽂
政
︶
七
申
正
⽉
四
⽇�

⼀
 
⾼
⼾
濱
ゟ
壱
⾥
程
沖
合
ニ
鯨
躰
之
⿂
相
⾒
候
ニ
付
⼩
船
四
艘

追
々
指
出
︑
右
村
⼩
濱

 
 

江
 
 

引
付
候
旨
訴
出
有
之
候
ニ
付
︑
出
役
之
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上
切
⾝
相
改
⼊
札
申
付
候
所
︑
余
り
安
札
ニ
付
⼝
増
⾔
払
左
之
通�

但
隠
密
□
も
⽴
合
御
指
出
ニ
相
成
候
︑
中
根
藤
蔵
︑
御
与
清
左
衛
⾨

□
⾈
取
計
出
役
ニ
付
両
⼈
取
計
申
候�

⼀
 
鯨
⽬
⽅
千
三
百
五
拾
⼆
貫
三
百
⽬�

 
 
 
⾦
壱
両
ニ
六
拾
四
貫
三
百
⽬
ゟ
六
拾
九
貫
九
百
⽬
迄�

 
 
 
此
御
払
代
⾦
弐
拾
両
弐
分
本
九
百
⼋
拾
四
⽂�

⼀
 
鯨
⿐
頭
 
此
御
払
代
本
弐
百
五
拾
⽂�

⼀
 
両
鰭
 
此
御
払
代
⾦
壱
両
壱
分
本
五
百
⽂�

⼀
 
尾
 
此
御
払
代
⾦
 
壱
両
本
五
百
⽂�

惣
〆
⾦
弐
拾
三
両
壱
分
本
弐
百
三
拾
四
⽂�

 
 
内
五
両
三
分
本
三
百
九
⽂
 
四
ἃ
⼀
公
納
分
 
当
申
三
⽉
上
納�

 
 
 
拾
七
両
壱
分
本
九
百
廿
五
⽂
 
四
ἃ
三
村
⽅
へ
被
下
分�

︵
３
︶�

同
︵
⽂
政
七
︶
年
同
︵
五
︶
⽉
晦
⽇
訴
出
ル�

⼀
 
⾼
⼾
村
地
内
屋
り
こ

 
 

江
 
 

昨
廿
九
⽇
夜
何
⿂
と
も
不
相
知
⼤
⿂

⼀
本
流
寄
候
旨
訴
出
ニ
付
︑
軍
司
孫
三
指
出
為
⾒
届
候
所
︑
切

取
為
□
候
処
油
更
ニ
不
出
︑
⼀
向
に
⽤
⽴
不
申
︑
右

 

者
 

海
中
ニ

暫
く
腐
り
候
義
と
相
⾒
候
由
ニ

 

⽽
 

何
ニ
も
不
相
成
候
ニ
付
︑
御

⾒
捨
願
も
有
之
候
ニ
付
⼀
ト
通
伺
之
上
其
通
申
付
候
事�

 
 
 
右
⿂
ノ
図
︵
図
略
︶�

⻑
サ
⼋
間
余
 
背
ひ
れ
な
し
 
尾
⻑
六
尺
 
下
⼝
⼆
尺
⼋
九
⼨�

脇
ひ
れ
⻑
⼆
尺
四
五
⼨�

︵
４
︶�

同
︵
⽂
政
七
︶
年
七
⽉
訴
出
ル�

⼀
 
⾦
壱
分
鐚
七
⽂
 
鯨
沖
合
ニ

 

⽽
 

切
取
候
︑
半
分
公
納
分�⼤

津
村�

 
 
外
ニ
壱
分
鐚
六
⽂
ハ
半
分
為
村
⽅
へ
被
下
候
分�

 
此
鯨
切
⾝
百
弐
拾
五
貫
五
百
⽬�

 
 
此
御
払
代
⾦
弐
分
本
⼋
⽂
 
但
⾦
壱
両
ニ
弐
百
五
拾
貫
⽬
直�

 
 
 
 
 
 
 
 
□
拾
三
⽂�

右
鯨
ハ
腐
り
候
由
ニ

 

⽽
 

沖
合
ゟ
少
々
切
取
参
り
候
由
︑
江
橋
吉
衛

⾨
・
中
根
藤
太
両
⼈
御
⽤
先
ニ

 

⽽
 

改
之
上
ニ

 

⽽
 

申
付
候�

︵
５
︶�

同
︵
⽂
政
︶
⼋
⾣
正
⽉�

⼀
 
⾦
壱
分
本
七
百
六
拾
七
⽂
 
鯨
御
益
半
分
公
納
分
 
︵
別
記
︶�

 
 
 
外
壱
分
本
七
百
七
拾
六
⽂
 
半
分
村
⽅
へ
被
下
分�

 
 
 
此
鯨
切
⾝
五
拾
三
貫
⽬
 
 
但
両
ニ
六
拾
貫
⽬�

 
 
 
 
此
代
⾦
三
分
本
五
百
三
拾
三
⽂�

︵
別
記
︶
⼤
津
村
⼩
漁
船
四
艘
ニ

 

⽽
 

去
ル
晦
⽇
右
沖
合
ニ

 

⽽
 

切
取
参

候
旨
訴
出
有
之
候
︑
少
分
之
義
ニ
付
□
宇
賀
□
⼋
取
計
ニ

頼
遣
候�

�

 
⽂
久
三
年
︵
⼀
⼋
六
三
︶
 
⽔
⼾
松
岡
領
⾼
⼾
村
寄
鯨
⼀
件�

øù

︵
﹁
御
⽤
留
類
聚
﹂
 
松
岡
中
⼭
家
中
⾼
橋
家�

 
竪�

☠☢☤

茨
城
県
⽴
歴
史
館
蔵
︶�

︵
表
紙
︶�

﹁� 
 
⽂
久
⼆
戌�

 
 
⽂
久
三
亥�

両
年
分�

 
 
御
 
⽤
 
留
 
類
 
衆�

(

マ
マ)

 
 
慶
応
四
年
⾠
四
⽉�

 
 
殿
様
御
下
り
書
□
□
 
 
 
 
御
郡
⽅�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �

﹂�

 
 
 
 
 
寄
鯨
等
之
事�

⽂
久
三
亥
三
⽉�

上�⼀
 
鯨
切
⾁
四
貫
五
百
⽬
 
但
﹇
⾦
壱
両
ニ
付
／
三
⼗
貫
⽬
直
段
﹈�

 
 
 
此
代
本
六
百
⽂�

中�⼀
 
同
拾
貫
三
百
⽬
 
 
同
四
拾
貫
⽬
直
段�
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此
代
⾦
壱
分
本
三
拾
⽂�

下�⼀
 
同
拾
□
貫
弐
百
⽬
 
同
□
□
貫
⽬
直
段�

 
 
 
此
代
⾦
壱
分
本
五
拾
六
⽂�

 
〆
⾦
弐
分
本
六
百
⼋
拾
六
⽂�

但
 
本
⼋
百
九
⼗
五
⽂
 
 
 
三
分
⼀
御
上
納�

壱
分
本
七
百
九
拾
壱
⽂
 
三
分
⼆
居
村
へ
被
下�

右
当
村
之
内
賀
ひ
き
ほ
ら
と
申
所
へ
⼀
昨
廿
⽇
四
ツ
半
時
頃
打

寄
候
ニ
付
︑
我
々
共
罷
越
⾒
届
申
候
所
︑
⾄
極
切
取
捨
候
残
物

ニ
者
奉
存
候
得
共
︑
⼤
⿂
之
儀
ニ
付
不
取
敢
御
訴
奉
申
上
候

処
︑
早
速
御
出
役
ニ
⽽
我
々
共
⼈
⾜
⼤
勢
召
連
罷
出
︑
御
⽴
合

之
上
精
々
切
取
候
分
前
書
⼊
札
御
払
ニ
被
 
仰
付
難
有
奉
存
︑

前
書
之
通
無
相
違
﹇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
﹈
之
義
者
ハ
被
 

仰
付
次
第
急
度
御
上
納
可
仕
候
︑
以
上�

 
 
 
亥
三
⽉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾼
⼾
村
 
惣
役
⼈
印�

 
 
 
 
 
 
覚�

□
鯨
□
〆
弐
拾
⼋
﹇
 
 
 
 
 
 
﹈
弐
分
本
六
百
⼋
拾
六
⽂�

 
 
 
 
 
 
 
 
但
⽩
⾝
計
 
両
ニ
□
拾
貫
め
ゟ
五
拾
貫
め
迄
直�

 
 
 
内
壱
□
百
九
□
□
⽂
 
 
三
ἃ
⼆
村
⽅
ヘ
被
下�

 
残
本
⼋
百
九
拾
五
⽂
 
 
三
ἃ
壱
上
納�

右
者
⾼
⼾
村
賀
引
洞
と
申
処
へ
去
ル
廿
⽇
四
ツ
半
時
頃
打
寄
候
旨

訴
申
出
候
ニ
付
︑
早
速
⽀
配
指
出
為
取
計
候
処
︑
前
書
□
□
御

□
□
□
□
⽽
此
段
申
上
候
︑
以
上�

 
 
 
三
⽉
□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寺
⾨
喜
⼋
郎�

�

 
明
治
⼆
年
︵
⼀
⼋
七
⼀
︶
 
⽔
⼾
松
岡
領
⼤
津
浜
鯨
切
取
⼀
件�

øú︵
１
︶
⼤
津
浜
沖
鯨
切
取
り
届
書�

︵
﹁
⺒
御
⽤
留
﹂
 
松
岡
中
⼭
家
中
⾼
橋
家�

 
竪�

☠☣☠

茨
城
県
⽴
歴
史
館
蔵
︶�

 
 
 
乍
恐
以
書
付
御
訴
奉
申
上
候
事�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⼤
津
村�

⼀
 
切
鯨
⽩
⾝
 
四
拾
弐
貫
四
百
⽬
 
 
 
 
 
 
 
半
 
重�

⼀
 
同
 
⾚
⾝
 
四
貫
七
百
⽬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
⼈�

⼀
 
同
 
⽩
⾝
 
拾
五
貫
⽬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
郎
三
郎�

⼀
 
同
 
⾚
⾝
 
拾
⼋
貫
⽬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
⼈�

⼀
 
同
 
⾚
⾝
 
⼗
三
貫
⽬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
久
兵
衛�

右
 

者
 

□
廿
六
⽇
当
濱
沖
合
ニ
鯨
相
⾒
候
ニ
付
前
書
之
通
り
切
取
︑

同
夜
帰
船
仕
候
間
︑
此
段
御
訴
奉
申
上
候
︑
依

 

⽽
 

如
件�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右
村
﹇
 
 
 
 
﹈�

 
 
 
明
治
⼆
年
⺒
⼆
⽉
廿
七
⽇
 
 
 
 
 
⾈
庄
屋�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
﹇
 
 
 
 
﹈�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
﹇
 
 
 
 
﹈�

︵
２
︶
鯨
切
取
り
御
益
覚�

︵
﹁
未
御
⽤
留
﹂
 
松
岡
中
⼭
家
中
⾼
橋
家�

 
竪�

☠☢☥

茨
城
県
⽴
歴
史
館
蔵
︶�

 
 
 
 
覚�

⼀
 
⽩
⾝
切
鯨
五
拾
七
貫
四
百
⽬�

 
 
内
弐
拾
⼋
貫
七
百
⽬
 
 
切
取
⼈

 

江
 

拝
借
之
通
半
分
□
□�

マ

マ

 
 
残
弐
拾
⼋
貫
七
百
⽬
 
 
半
分
公
納
分�

 
 
 
此
代
⾦
壱
両
壱
分
本
七
百
四
拾
⽂
 
但
両
ニ
弐
拾
貫
直
段�

⼀
 
⾚
⾝
三
拾
五
貫
七
百
⽬�

 
 
内
拾
七
貫
⼋
百
五
拾
⽬
 
右
同
断
被
下�

 
 
残
拾
七
貫
⼋
百
五
拾
⽬
 
半
分
公
納
分�

 
 
 
此
代
⾦
⼋
百
九
拾
三
⽂
 
 
 
 
 
但
両
ニ
⼋
拾
貫
直
段�

 
弐
⼝
〆
⾦
壱
両
弐
分
本
六
百
三
拾
三
⽂
 
御
益�

右
 

者
 

去
⽉
廿
六
⽇
⼤
津
濱
仲
□
□
□
先
鯨
ニ
⾒
当
切
取
帰
船
仕
候

旨
申
出
候
間
︑
⽀
配
指
出
□
御
払
□
取
計
候
処
︑
御
益
辻
前
書
之
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通
ニ
御
座
候
︑
以
上�

 
 
□
⽉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾼
橋
善
衛
⾨�

補
遺�

�

 
寛
永
⼗
⼆
年
︵
⼀
六
三
五
︶
 
多
賀
郡
⼤
津
村
鯨
切
取
り
⼀
件

øû

︵
﹃
茨
城
県
⽴
歴
史
館
史
料
叢
書
８
 
松
蘿
館
⽂
庫

所
収
寛
永
⽂
書
﹄
 
茨
城
県
⽴
図
書
館
蔵
﹁
寛
永
⽂

書
︹
４
︺
﹂
茨
城
県
⽴
図
書
館
蔵
参
照
︶�

松
岡
領
⼤
津
村
之
沖
ニ
て
く
ち
ら
を
⾒
付
︑
四
五
駄
⾁
を
き
り
取

候
由
昨
夜
申
来
候
︑
御
⼤
儀
な
か
ら
其
⽅
御
越
候

 

⽽
 

何
程
き
り
取

候
哉
︑
⼜
ま
る
鯨
ニ
て
き
り
申
候
哉
︑
き
れ
計
き
り
︑
く
わ
し
く

御
セ
ん
さ
く
ニ
て
早
々
御
書
付
可
給
候
︑
猶
⼜
あ
か
り
申
候
く
ち

ら
其
⽅
御
さ
し
つ
ニ
て
御
う
ら
せ
被
成
︑
何
ほ
と
ニ
う
り
申
候
と

御
書
付
可
給
候
︑
江
⼾
へ
可
申
上
候
︑
為
其
如
此
候
︑
以
上�

亥
四
⽉
九
⽇
 
 
 
 
 
 
 
太
郎
左
衛
⾨�

斎
藤
猪
之
助
殿�

右
之
鯨
︑
亥
四
⽉
五
⽇
ニ
き
り
申
候
間
︑
六
⽇
渡
部
五
郎
⼋
⽅
へ

改
申
候
へ
ハ
︑
か
ま
い
な
き
よ
し
申
候
ニ
付

 

⽽
 

七
⽇
ニ
⼤
津
へ
其

⾶
脚
帰
り
︑
⼋
⽇
ノ
晩
ニ
我
ら
か
た
へ
申
来
候�

御
返
事
令
披
⾒
候
︑
海
ニ
て
⼤
津
村
之
⾈
⽅
共
ハ
⾒
付
申
候
鯨
三

百
三
⼗
七
貫
五
百
め
御
座
候
と
︑
皆
河
茂
左
⼿
代
忠
左
衛
⾨
と
⽴

合
︑
⾦
弐
両
鐚
三
百
五
拾
⽂
ニ
う
り
付
候
由
書
⾯
ニ
承
候
︑
其
段

各
へ
申
候
︑
尚
重

 

⽽
 

こ
れ
ゟ
可
申
⼊
候
︑
以
上�

亥
四
⽉
⼗
五
⽇
 
 
 
 
野
 
太
郎
左
衛
⾨�

斎
藤
猪
之
助
殿�

尚
々
︑
⼤
津
ノ
⾈
頭
共
事
外
ほ
ね
を
を
り
申
候
へ
と
も
︑
ま
つ
〳
〵
不

残
と
ら
セ
申
候
て
︑
⾦
鐚
共
ニ
あ
つ
け
さ
し
置
申
候
︑
以
上�

⼀
 
書
令
啓
上
候
︑
仍
松
岡
領
之
内
⼤
津
村
之
お
も
て
へ
六
ひ
ろ

程
御
座
候
き
り
の
こ
し
の
く
ち
ら
よ
り
申
候
間
︑
則
松
岡
之
御

⾈
被
仰
付
候
︑
斎
藤
猪
之
助
⽴
合
改
被
申
候
所
ニ
︑
み
の
分
ハ

皆
く
さ
り
申
候
て
︑
か
わ
三
百
三
⼗
七
貫
五
⼗
め
き
り
申
候

と
︑
猪
之
助
并
皆
川
茂
左
衛
⾨
⼿
代
忠
左
衛
⾨
と
申
者
⽴
合
︑

⾦
壱
分
ニ
四
貫
め
ニ
ね
を
い
た
し
候
て
⾦
弐
両
鐚
三
百
五
⼗
⽂�

ニ
う
り
申
候
︑
⾈
頭
共
過
分
ニ
ほ
ね
お
り
申
候
︑
⾈
頭
共
如
何�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ″

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

 ″
″
″
″
″
�

□
被
仰
付
候
哉
︑
得
御
意
度
奉
存
候
︑
為
其
申
上
候
︑
恐
惶
謹�

 ″
″
″
″
″
″

 ″
″
″
″
″
″
″
�

⾔�

亥
四
⽉
⼗
⼋
⽇
 
 
 
 
野
 
太
郎
左
衛
⾨�

飯
 
新
右
様�

伊
 
⽞
蕃
様�

�
 
正
保
元
年
︵
⼀
六
四
四
︶
 
鯨
突
き
に
番
⾈
配
置
達�
øü

︵
⼩
宮
⼭
楓
軒
﹃
⽔
城
⾦
鑑
﹄
 
⽔
⼾
市
史
編
纂
会
刊
︶�

⼀
 
く
ち
ら
つ
き
申
候
者
⿅
島
之
沖
︑
⼤
津
・
平
⽅
之
沖
に
番
⾈

を
置
き
︑
念
を
⼊
成
程
つ
か
せ
可
申
事�

�

 
享
保
年
間
︵
⼀
七
⼆
五
・
⼆
⼋
︶
 
⽔
⼾
藩
の
鯨
漁
振
興�

øý

︵
﹁
⽔
⼾
紀
年
﹂
﹃
茨
城
県
史
料
 
近
世
政
治
編
Ⅰ
﹄
︶�

︵
享
保
⼗
年
の
条
︶
 �

今
年
初
テ
鯨
漁
ノ
船
ヲ
造
ラ
シ
メ
那
珂
湊
ニ
テ
漁
セ
シ
ム
︑
明
年

正
⽉
七
⽇
︑
⼗
⽇
此
漁
ア
リ
 
公
観
⽟
ヘ
リ�

︵
享
保
⼗
三
年
の
条
︶�

正
⽉
鯨
⼆
ヲ
獲
タ
リ
︑
鯨
船
⼆
⼗
五
年
前
廃
ス
︑
去
年
冬
再
興
ア
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リ
テ
︑
那
珂
港
ニ
テ
此
漁
ニ
精
キ
モ
ノ
ヲ
他
邦
ノ
海
濱
ヨ
リ
呼
テ

漁
セ
シ
ム
︑
⼜
此
漁
ニ
ア
ツ
カ
ル
⼩
吏
数
輩
ア
リ�

�

 
時
期
不
詳
 
⽔
⼾
沖
鯨
分
⼀
由
来�

øþ

︵
﹁
事
蹟
雑
纂
 
⼀
五
﹂
﹃
那
珂
湊
市
史
 
近
世
﹄
第

⼀
章
第
五
節
︶�

漁
⼈
云
︑
銚
⼦
ヨ
リ
コ
ナ
タ
⼗
⼋
⾥
間
ノ
蒼
海
ハ
⿅
島
ノ
神
ノ
シ

ラ
セ
給
フ
ト
コ
ロ
也
ト
ソ
︑
コ
ノ
間
国
⼟
ノ
正
東
ニ
ア
タ
リ
︑
東

⽅
カ
キ
リ
ナ
キ
太
洋
ニ
タ
ヽ
ヨ
ヒ
来
ル
洪
濤
︑
皆
コ
ノ
間
ニ
ウ
チ

ヨ
ス
ル
ナ
リ
故
︑
世
界
ニ
第
⼀
ノ
荒
海
ト
云
也
︑
サ
テ
コ
ノ
⼗
⼋

⾥
ノ
間
ニ
毎
年
鯨
⼆
箇
ア
ル
ナ
リ
﹇
多
ク
ヨ
ル
事
ア
レ
ト
モ
⼆
箇
ヲ
減

ス
ル
事
ナ
シ
﹈
︑
コ
レ
⻯
宮
ヨ
リ
⿅
島
へ
奉
ル
ト
コ
ロ
ト
云
︑
鯨
ノ

遠
沖
ニ
⾒
ユ
ル
ト
キ
ハ
︑
先
訴
出
ツ
へ
キ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
︑
サ
ヤ

ウ
ニ
テ
ハ
各
ノ
利
益
ナ
ラ
サ
ル
故
ニ
︑
遠
沖
ニ
テ
七
分
ホ
ト
ヲ
切

ト
リ
︑
三
分
ホ
ト
残
シ
テ
磯
ニ
ヨ
セ
︑
ヨ
リ
鯨
ア
リ
ト
云
フ
事
ヲ

コ
ノ
時
訴
ル
︑
其
カ
ヽ
リ
ノ
吏
来
リ
テ
コ
レ
ヲ
検
シ
︑
ソ
レ
〳
〵

ニ
売
サ
ハ
キ
テ
其
三
分
ヲ
運
上
ト
シ
︑
残
七
分
ヲ
ヨ
リ
タ
ル
村
ニ

配
分
ス
︑
鯨
ノ
⼤
ナ
ル
モ
ノ
ハ
⻑
⼋
︑
九
間
ナ
リ
︑
コ
レ
ヲ
貸
シ

テ
三
百
⾦
余
ト
ナ
ル
︑
⾸
ハ
砕
キ
テ
油
ヲ
ト
リ
︑
或
ハ
焼
テ
糞
⼟

ニ
換
フ�

参
考
 
鯨
分
⼀
⾦
の
こ
と
 
﹁
地
⽅
凡
例
録
﹂
か
ら�

︵
⼤
⽯
慎
三
郎
校
訂
﹃
地
⽅
凡
例
録
 
上
巻
﹄�

⾴
︶�

☡☠☞

 
 
 
⼀
 
分
⼀
⾦
銀
之
事�

 
 
︵
中
略
︶�

⼀
 
鯨
分
⼀
⾦�

鯨
漁
は
鰯
同
様
海
中
の
⼤
漁
に
し
て
︑
突
鯨
の
分
⼀
は
是
も
⽔

ク
ジ
ラ
レ
ウ

ツ
キ
ク
ジ
ラ

ブ
イ
チ

ミ
ズ

名
相
場
廿
分
⼀
の
運
上
な
り
︑
尤
も
鯨
漁
ハ
国
々
所
々
に
ハ
な

ナし
︑
重
に
紀
州
熊
野
浦
・
肥
前
五
島
・
唐
津
・
⼤
村
・
松
浦
・

筑
前
福
岡
な
ど
に
鯨
突
の
⼤
⾝
者
あ
り
︑
其
外
の
国
々
に
も
海

ク
ジ
ラ
ツ
キ

に
よ
り
鯨
漁
を
す
る
処
も
あ
れ
ど
も
︑
⼤
造
な
る
漁
ハ
な
し
︑

タ
イ
ソ
ウ

レ
ウ

関
東
に
て
も
房
州
勝
⼭
浦
に
鯨
漁
あ
り
︑
是
ハ
⼟
鯨
と
て
⼩
く

し
て
⾝
ハ
喰
え
ず
︑
肥
し
に
な
る
油
を
重
に
取
る
︑
尤
も
⽪
の

⽩
⾝
ハ
⾷
料
に
商
売
す
︑
突
鯨
は
⼀
番
森
﹇
森
と
云
は
鯨
を
突
く

モ
リ

道
具
に
し
て
︑
鑿
の
や
う
な
る
鉄
に
⽊
の
柄
を
す
げ
︑
船
中
よ
り
突
鯨

に
い
た
す
︑
漁
師
⾄
て
修
練
な
く
て
は
突
留
が
た
き
よ
し
﹈
を
⼊
れ
た

る
者
何
分
通
り
︑
夫
よ
り
⼆
番
・
三
番
と
割
合
︑
尤
も
⼀
番
計バ
カ

り
に
て
留
る
も
あ
り
︑
⼜
幾
番
も
追
々
に
突
も
あ
り
︑
其
外
掛

ト
マ

ツ
ク

り
合
の
者
分
⽅
定
法
あ
り
︑
尤
も
鯨
の
⼤
⼩
に
も
よ
れ
ど
も
︑

ワ
ケ
カ
タ

仮
令
に
も
鯨
壱
本
取
れ
ば
七
浦
浮
む
と
云
ほ
ど
の
⼤
漁
な
り
︑

タ
ト
ヘ

ナ
ナ
ウ
ラ
ウ
カ

鯨
突
の
頭
⼤
村
の
儀
太
夫
︑
松
浦
の
与
五
郎
な
ど
ゝ
云
者
は
︑

カ
シ
ラ

数
千
⼈
の
漁
師
を
⼿
下
に
付
け
︑
領
主
よ
り
格
式
等
申
付
︑
⾄

て
の
⼤
⾝
者
な
り
︑
此
類
の
鯨
突
の
頭
ハ
余
国
に
も
有
べ
し
︑

其
外
流
鯨
・
切
鯨
な
ど
鯨
漁
の
な
き
海
辺
に
も
稀
に
ハ
あ
る
こ

ナ
ガ
レ
ク
ジ
ラ

と
な
り
︑
此
定
法
は
末
に
記
す
︑�

 
 
︵
中
略
︶�

 
 
 
⼀
 
突
鯨
・
寄
鯨
・
流
鯨
・
切
鯨
分
⼀
定
法
之
事�

 
 
 
 
 
 
 
附
 
流
鯨
有
之
時
取
計
諸
書
付
等
之
事�

⼀
 
突
鯨
廿
分
⼀�

⼀
 
寄
鯨
三
分
⼀�

⼀
 
流
鯨
拾
分
⼀�

⼀
 
切
鯨
廿
分
⼀�

書
⾯
の
鯨
あ
る
と
き
は
近
村
へ
⼊
札
を
触
︑
落
札
⾦
⾼
の
内
︑

フ
レ

ラ
ク
サ
ツ

其
場
所
料
所
な
れ
ば
徳
川
家
へ
分
⼀
を
納
め
︑
私
領
ハ
領
主
地

ブ
イ
チ
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頭
へ
納
め
︑
料
所
私
領
⼊
会
の
村
な
れ
ば
落
札
⾦
⾼
を
村
⾼
に

割
賦
り
︑
料
所
私
領
と
も
其
当
り
の
分
⼀
を
納
む
︑
是
は
享
保

ワ
リ
フ
 

九
⾠
年
︵
⼀
七
⼆
四
︶
⼗
⼆
⽉
代
官
原
新
六
郎
⽀
配
所
分
郷
の
村

⽅
に
寄
鯨
あ
り
し
節
伺
て
定
る
所
な
り
︑
⼜
安
永
五
申
年
︵
⼀
七

ヨ
リ
ク
ジ
ラ

七
六
︶
⼆
⽉
常
州
⿅
島
浦
へ
寄
鯨
あ
り
し
と
き
︑
分
⼀
の
こ
と
に

ヒ
タ
チ
カ
 
シ
マ
ウ
ラ

付
勘
定
組
頭
横
⼭
幸
之
進
へ
代
官
よ
り
伺
ひ
︑
尚
⼜
評
定
所
組

頭
江
坂
孫
三
郎
へ
定
法
承
り
合
せ
し
処
︑
前
書
の
分
⼀
に
相
違

な
き
旨
両
⼈
と
も
申
聞
る
︑
⼜
寛
⽂
九
年
下
総
国
銚
⼦
浦
料
所

私
領
⼊
会
の
場
処
へ
寄
鯨
あ
り
し
と
き
︑
料
所
私
領
と
割
賦

イ
リ
ア
ヒ

し
︑
料
所
の
⾼
に
割
た
る
内
半
分
上
納
し
半
分
ハ
料
所
の
者
へ

賜
わ
り
︑
⼜
料
所
私
領
⽴
会
突
留
た
る
鯨
ハ
︑
料
所
分
割
当
り

の
五
分
⼀
を
上
納
し
た
る
由
︑
其
後
前
書
の
ご
と
く
定
法
極
り

た
る
と
⾒
え
た
り
︑�

⼀
 
突
鯨
と
云
ハ
⽣
た
る
鯨
を
突
留
た
る
を
云
︑
⼀
体
鯨
漁
ハ
前

ツ
キ
ク
ジ
ラ

ク
ジ
ラ
レ
ウ

書
に
記
す
ご
と
く
漁
場
⾛
り
︑
鯨
突
の
頭
あ
り
て
定
式
に
出
す

デ
ウ
シ
キ

鯨
漁
分
⼀
等
︑
其
外
浜
法
あ
り
て
厳
重
に
取
締
り
あ
る
こ
と
な

ハ
マ
ホ
ウ

り
︑
鯨
漁
な
き
場
所
に
て
突
鯨
の
あ
る
べ
き
謂
れ
も
な
し
︑
勿

イ
ハ

論
突
留
べ
き
道
具
及
び
漁
船
も
な
き
こ
と
ゆ
へ
突
鯨
ハ
な
き
筈

な
れ
ど
も
︑
海
中
の
こ
と
ゆ
へ
万
⼀
沖
合
に
て
鯨
を
⾒
請
︑
道

具
を
修
理
ひ
漁
師
ど
も
寄
合
︑
早
船
を
以
て
突
留
間
敷
こ
と
に

シ
ツ
ラ

も
あ
ら
ず
︑
若
し
突
留
た
る
と
き
は
余
漁
と
違
ひ
︑
早
速
村
役

⼈
へ
達
し
︑
⽀
配
代
官
領
主
地
頭
へ
相
届
け
⾒
分
を
請
け
︑
近

村
へ
⼊
札
を
申
触
︑
落
札
の
上
払
に
い
た
し
︑
落
札
直
段
の
内

ハ
ラ
ヒ

廿
分
⼀
を
役
所
へ
運
上
と
し
て
差
出
す
︑
漁
師
ど
も
の
分
⽅
ハ

ワ
ケ
カ
タ

其
浦
の
仕
来
り
定
法
も
あ
る
べ
し
︑
出
⼊
等
に
相
成
ら
ざ
る

様
︑
村
役
⼈
ど
も
取
計
ひ
︑
突
留
た
る
と
き
の
働
に
応
じ
︑

夫
々
歩
分
い
た
し
所
務
す
る
こ
と
な
り
︑�

シ
ἀ
ム
 

⼀
 
寄
鯨
と
云
ハ
森
を
請
て
痛
ミ
︑
或
ハ
死
し
た
る
鯨
漂
流
し
︑

ヨ
リ
ク
ジ
ラ

⾃
然
と
岸
へ
流
れ
寄
り
た
る
を
浜
へ
曳
上
げ
︑
前
条
の
趣
に
注

進
し
︑
⼊
札
の
上
払
に
成
︑
其
代
⾦
三
分
⼆
は
上
納
し
︑
⼜
は

領
主
地
頭
へ
分
⼀
に
取
り
︑
三
分
⼀
は
寄
た
る
村
⽅
へ
下
さ

る
︑
是
は
沖
に
あ
る
鯨
を
⼈
夫
⼊
⽤
を
掛
て
引
寄
た
る
こ
と
に

ニ
ン
ブ
 

て
は
な
く
︑
⾃
然
と
磯
へ
流
れ
寄
た
る
を
引
上
る
計
り
に
て
︑

外
に
⼈
夫
等
も
掛
ら
ず
︑
村
⽅
⾻
折
失
費
等
も
薄
き
ゆ
へ
︑
地

頭
へ
三
分
⼆
︑
村
⽅
へ
三
分
⼀
と
分
る
定
法
な
り
︑�

⼀
 
流
鯨
と
云
ハ
︑
沖
に
漂
流
す
る
鯨
を
⾒
付
︑
早
速
⼤
勢
に
て

ナ
ガ
レ
ク
ジ
ラ

早
船
を
出
し
繋
ぎ
留
め
︑
浜
へ
引
付
て
取
揚
た
る
を
流
鯨
と

ツ
ナ

云
︑
分
⼀
は
⼗
分
⼀
を
上
納
し
︑
其
余
ハ
村
⽅
ハ
割
賦
す
る
こ

と
な
り
︑�

⼀
 
切
鯨
と
云
は
︑
前
条
の
如
く
沖
に
漂
流
す
る
鯨
を
⾒
付
て
︑

キ
リ
ク
ジ
ラ

磯
へ
曳
寄
ん
と
す
る
と
雖
も
︑
急
に
⼈
数
船
等
も
揃
ひ
か
ね
︑

ヒ
キ
ヨ
セ

彼
是
す
る
内
遠
沖
へ
流
れ
出
て
は
⼿
も
届
き
難
き
ゆ
へ
︑
漁
師

ト
ヲ
オ
キ

ど
も
早
船
を
出
し
⼿
毎
に
⼤
庖
丁
﹇
⻑
⼆
尺
余
の
出
刃
庖
丁
な

テ
 
ゴ
ト

ハ
ウ
テ
ウ

り
﹈
を
携
へ
︑
鯨
の
上
に
乗
り
移
り
て
切
取
を
切
鯨
と
云
︑
其

タ
ヅ
サ

キ
リ
ト
ル

時
ハ
我
劣
じ
と
船
を
乗
り
付
け
︑
此
庖
丁
を
以
て
⼿
々
に
切
取

ワ
レ
ヲ
ト
ラ

る
こ
と
ゆ
へ
︑
実
に
戦
場
の
様
に
で
︑
中
に
は
怪
我
等
も
あ

イ
ク
サ
バ

り
︑
其
内
に
は
次
第
に
遠
⽅
へ
流
れ
⾏
き
︑
浪
⾵
荒
く
切
取
こ

ナ
ミ
カ
ゼ
ア
ラ

と
も
成
難
く
︑
⼩
船
に
て
ハ
追
掛
切
取
が
た
き
に
付
︑
船
を
乗

戻
し
︑
右
切
取
た
る
⽩
⾝
⾚
⾝
を
⼈
々
を
集
め
五
⼗
集
商
⼈
⽴

シ
ロ
ミ
 
ア
カ
ミ
 

イ

サ

バ
ア
キ
ウ
ド

会
の
上
⼊
札
し
買
取
り
︑
落
札
直
段
廿
分
⼀
は
上
納
し
て
︑
其

余
は
切
取
た
る
漁
師
ど
も
の
所
得
に
い
た
す
︑
尤
も
上
納
分
⼀

の
外
に
︑
其
浦
々
の
定
め
有
て
︑
村
⽅
へ
も
運
上
を
差
出
す
︑

之
は
⽀
配
役
⼈
村
役
⼈
等
⽴
会
ゆ
へ
な
り
︑
此
切
鯨
は
下
総
銚

タ
チ
ア
フ

⼦
辺
に
ハ
度
々
有
こ
と
な
り
︑
右
四
品
と
も
鯨
を
⾒
掛
れ
バ
︑
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早
速
村
役
⼈
へ
達
し
︑
⽀
配
役
所
へ
届
を
出
し
︑
村
役
⼈
并
に

其
浦
⽀
配
料
所
私
領
と
も
役
⼈
罷
出
︑
夫
々
⾒
分
し
⼊
札
等
を

触
る
こ
と
な
り
︑�

⼀
 
寄
鯨

�

・
流
鯨
等
あ
り
て
之
を
浜
⽅
へ
引
上
た
る
上
︑
料
所

ヨ
リ
ク
ジ
ラ

ナ
ガ
レ
ク
ジ
ラ

は
⽀
配
代
官
よ
り
勘
定
所
へ
届
書
差
出
す
︑
其
⽂
⾔
の
内
数
⽇

漂
流
の
趣
に
付
︑
⽇
間
取
れ
る
程
鮮
⿂
次
第
に
古
く
な
り
︑
払

ヒ

マ

ド

ナ
マ
ウ
ヲ

ハ
ラ
ヒ

直
段
下
直
に
成
る
べ
き
に
付
︑
⼿
代
⾒
分
を
仕
直
し
︑
払
の
積

ゲ
ジ
キ

ケ
ン
ブ
ン

に
⼊
札
を
触
れ
︑
落
札
の
上
鐚
増
等
⼿
抜
な
く
吟
味
を
遂
げ
て

ビ
タ
マ
シ

払
ひ
渡
し
︑
跡
に
て
⼊
札
並
に
絵
図
を
添
て
差
出
す
棟
致
す
べ

き
旨
︑
届
書
に
認
め
⼊
る
ゝ
⽅
宜
し
き
由
な
り
︑�

⼀
 
⾒
分
の
仕
⽅
は
先
づ
総
丈
・
幅
・
鱐
掛
け
其
外
疵
の
有
無
︑

シ
ヤ
チ
ガ

キ
ヅ

或
ハ
切
取
た
る
跡
の
有
無
等
を
巨
細
に
⾒
分
し
︑
疵
⼝
の
⼨
尺

コ
 
サ
イ

を
取
り
絵
図
に
仕
⽴
る
こ
と
な
り
︑
尤
も
左
右
⼆
枚
腹
の
⽅
壱

枚
︑
都
合
絵
図
三
枚
に
書
き
︑
疵
の
⼨
法
等
も
委
し
く
絵
図
に

認
め
︑
其
上
に
て
料
所
私
領
近
村
へ
⼊
札
を
触
れ
︑
落
札
の
上

鐚
増
の
吟
味
を
遂
げ
︑
尚
⼜
⼆
番
札
・
三
番
札
ま
で
増
⾦
吟
味

諸
証
⽂
を
取
り
払
に
い
た
し
勘
定
所
へ
伺
ふ
べ
き
こ
と
な
り
︑�
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